
令和４年度 第１回 常設審議委員会 次第 
 

日時 令和 ４年 ４月２５日（月）13 時 30 分～ 

場所 札幌市 第二水産ビル ４F 会議室 

１ 開  会 

 

２ 挨  拶 

 

３ 議事録署名者指名 

 

４ 諮問・意見聴取 

１）農地法第１８条の規定に基づく諮問について 

２）農業振興地域の整備に関する法律第１５条の２の規定に基づく諮問について 

３）農地法第４条及び第５条の規定に基づく意見聴取について 

 

５ 報  告 

 １）地区別農業委員会会長・事務局長会議の開催状況について 

 ２）令和５年度農林関係税制改正要望の取りまとめについて 

 

６ 協  議 

１）令和５年度 農業政策・予算に関する要望書（案）について 

２）その他 

 

７ 閉  会 
 

【メモ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

次回 令和４年度第２回常設審議委員会は、令和 ４年 ５月２５日（水曜日） 

開会時間は、１３：３０です。 

場所は、第二水産ビル ４階 ４Ｆ会議室です。（予定） 

※ 新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、開催日を期日とした書面開催

を行う場合があります。 



令和４年度 地区別農業委員会会⾧・事務局⾧会議の開催状況について

開催月日 地区 開催場所 出席者数

４月 ７日（木）

空知 岩見沢市 ４４人

檜山 せたな町 １３人

ｵﾎｰﾂｸ 紋別市 ３７人

釧路 弟子屈町 １６人

４月 ８日（金） 日高 新ひだか町 １５人

４月１２日（火） 根室 別海町 １２人

４月１３日（水） 上川 旭川市 ４８人

４月１４日（木） 後志 倶知安町 ３６人

４月１５日（金）
渡島 函館市 ２２人

宗谷 稚内市 １４人

４月１８日（月） 十勝 帯広市 ４０人

４月２８日（木） 留萌 留萌市 ー

書面開催
石狩 ー ー

胆振 ー ー

【議事】

(1) 農業・農業委員会をめぐる情勢について
(2) 令和５年度 農業政策・予算に関する要望書（原案）について
(3) 農業者年金の加入推進と制度改正について
(4) 農業委員への女性の登用推進に向けた具体的取組について
(5) 令和４年度 北海道農業会議 会議・研修会等開催予定

報告事項 １



【釧路】

〇 農業経営基盤強化促進法等の一部改正に関する法案がとおり、農用
地利用集積計画がなくなると、農地の譲渡所得にかかる800万円控除
や1,500万円控除はどうなるのか？

〇 農用地利用集積計画が中間管理事業法に一本化となると、農業委員
会のあっせんはどうなるのか？
また、書類はどこが作成するのか？
農地を借りるまでの時間が今よりかかるのではないか？
今より時間がかかるとなると農家が困る。

【檜山】

〇 新型コロナウイルスの影響で、この２年間、農業委員向けの研修が
行われていない。
新人の委員もいるし、この間に職員も異動し、農地制度を十分に理

解できていない。
どこかのタイミングで今年度研修をして欲しい。

〇 今回の改正だと、バンクが持たないのでは？
相当な事務量になる。非常に心配だ。
せめて、今の一括方式くらいの事務にすべきだと思う。
（それでもキツイとは思うが・・・）

【日高】

〇 今の公社事業は、必ず買い手を見つけてからでなければ対応してく
れない。
違う仕組みにできないだろうか？

〇 農業委員の任期が、合併により各市町村でズレている。
なんとか統一することはできないだろうか。

【ｵﾎｰﾂｸ】

〇 タブレットについて、農林水産省はタブレットの活用が必須と考え
ているということか？

〇 下限面積要件を撤廃について、半農半Ｘの推進ということは、常時
従事日数も1/2でよいと考えるが、１人の農業者がいくつもの法人を
どんどん作れるということか？

〇 800万円控除、1,500万円控除はどうなるのか？

〇 利用集積が廃止されるとなると、売買・貸借までの処理期間が延び
るということになると思うが、どれくらいの期間となるのか？

〇 目標地図を作成するとなると農業委員会での作業が大幅に増える。

〇 目標地図で10年後ということであるが、将来図が見えてこない。
北海道になじまないと思う。

〇 利用集積が廃止されることにより、合理化事業やバンク事業などが
増えると思われる。
具体的にどういう方向性になるのか、できる限り早めに提⽰してほ

しい。

〇 農業委員の活動日数の目標を定めるとなると、女性の登用が難しく
なる可能性がある。
見直してほしい。

〇 ガイドラインの関係について、具体的なものを⽰してほしい。

〇 利用集積が廃止されるということは、３条とバンク事業以外に手法
がなくなるということか？



【空知】

〇 法改正後のバンク事業の管理料はどうなるのか？
現在利用集積で貸借している案件については、設定期間内はこのま

ま集積計画でよいのか？

〇 水活の平成29年ルールは受け入れるしかないと考える。
今後の５年間で１回でも水稲を作付けすれば、それ以降はずっと対

象となるのか？
WGではどのような議論になっているのか？

〇 水活の関係も含めて、国に聞きたい。
農業の根幹は何か？ということが揺らいでいるのではないか？
規制改革推進会議からの農業委員会最適化活動といい、選挙後にこ

のような話を持ち出すなど農業者をバカにしている。
後継者が不足していることの責任はだれにあるのか？

〇 農業経営で生活が成り立つか？という点が重要であって、場当たり
的な政策で後継者が育つわけがない。
内地府県の転作は進んでいない。北海道の水田農家は得をしている

などの根拠のない批判は理解できない。
国の食料政策をしっかりと進めることを求めていくことが必要。

〇 ウクライナの関係で国際的な食糧需給（日本への輸出）への影響が
出る。要請に入れられないか？

【根室】

〇 集積・集約という観点で所有権の移転をもっと進めたいと考えるが
どうか？

〇 農業委員会としては、結果を出している。
女性の登用促進といい、活動記録などナンセンス。
人の財産の移動という繊細な活動への理解が低い。

【根室】

〇 農業委員会活動は、農家などとの信頼関係で成り立っている。
10年後の担い手の地図を作成なんてひどい話。

〇 平成後期以降の農地制度改正以降、北海道の求める方向とは真逆に
すすんでいると感じる。
本州の農家をターゲットにするから北海道に合わない。
基本が異なる本州とは法律を分けてもらいたい。

〇 優良農地を次世代に引き継ぎたいのに、政策がそぐわない。

〇 活動の記録化、委員の大きな負担で拒否反応がある。

〇 雑談などを交わすことで関係者との信頼関係を築いている。
これらを数字に置き換えることはできるのか？

〇 国民年金１号被保険者で、農作業の手伝いをする者は、農業者年金
に加入できるのか？

〇 農業法人の国民年金２号被保険者の農業者年金への加入の件はどう
なっているのか？

【上川】

〇 上川では、独自の要請を実施する予定。
農業会議ではどのように対応するのか？

【宗谷】

〇 目標地図について、受け手のいない農地についてはどう対応するの
か？

〇 農地バンクに統合されるが、公社で事務処理ができるのか？
貸付までの期間が今より短くなるとは思えない。

〇 タブレットについては、今からでも希望を出すことはできるのか？



【宗谷】

〇 年金について、すでに新規加入の対象が少なくなっている。
各市町村ごとの対象者数を出してくれないか？
基金に対し、対象者数が少ないということを知ってもらうことが必

要だと思う。

【後志】

〇 法改正について、現場の実態がわかっていない。
水活については、「お金（予算）がなくて払えない。」ということ

だと受け止めている。
農家をおもちゃにするなと農業会議から言ってほしい。

〇 売買が進まない本州と北海道では、政策に差があって当然だ北海道
の生産力を上げるように農水にカツを入れてほしい。

〇 農地が余ってくる時代、若い人が希望を持てる政策が必要。

〇 バンク事業については、農家にメリットがないから活用されていな
い。

〇 法改正の内容が変わる要素はあるのか？

〇 法律改正に至る現在の仕組みに不満がある。

〇 ウクライナ関係で農産物の国際的な需給に影響が出る。
現在の食料自給率を上げる必要があるという点を、政治家にアピー

ルすべきだ。
要請活動の実効性をあげる方法について考えるべきだ。

【渡島】

〇 水活の関係について、状況はある程度理解したが、地元からの突き
上げがある。
どう対応すればいいか悩む。

〇 農振法の改正について、内容は理解
認定電気通信事業者の場合、許可不要となっている。
そのため、後追いで計画を合わせることになっている。
人・農地プランも後追いになってしまうのか？
この辺を整理してほしい。

〇 最適化の活動について、最適化交付金もあるので、日数の問題がで
る。（日数が足りない）
細かい活動、水回りの管理の際に、他の圃場も確認したとかという

ものも入れていいのか？

【十勝】

〇 800万円控除と1,500万円控除はどうなる？

〇 政省令はいつくらいに出るのか？

〇 ガイドラインについて、正直やりたくないと思う。

〇 委員に活動日数をはめるということであるが、委員が忙しいという
ことは、受け手がいないということ、望ましい状況ではない。

〇 ガイドラインについては、腹立っている部分ある。
新しい農業委員にどうやって説明すればいいのか？
欠員でてしまう可能性もある。

〇 十勝の場合、自己所有農地の割合が大きい。
やることはやっているが、点数に結びつかないという事情がある。
これ以上何をやれというんだという感じ。



道 農 会 議 第 ３ ７ 号 

令和 ４年 ４月２０日 

 

 各市町村農業委員会 会長 様 

 

（一社）北海道農業会議 

代表理事会長 多田正光 

（ 公 印 省 略 ） 

 

令和５年度農林関係税制改正要望の取りまとめについて 

 

本会議が行う業務の推進につきましては、日頃より特段のご配意を賜り厚くお礼申しあげます。 

さて、標記農林関係税制改正要望について、本会議では、例年同様、農業委員会組織として、取り

まとめを行い一般社団法人全国農業会議所と連携して要望を行う予定としております。 

つきましては、各市町村農業委員会の要望意見を基に本会議の要望を作成いたしますので、下記

により貴農業委員会の要望事項についてご報告いただきますようお願い申しあげます。 

なお、「令和５年度農業政策・予算に関する要請」において、各地方農業委員会連合会を通じて、

税制改正関係要望をいただいている意見につきましては、本取りまとめに反映いたしますので、改

めてのご提出は不要でありますことを申し添えます。 

また、参考資料として、本年度末に適用期限を迎える農林水産関係の税制関係について資料を添

付いたします。 

 

記 

 

１ 報告期限 令和４年 ６月１０日（金） 

 

２ 報告様式 別紙 令和５年度農林関係税制改正に関する要望 報告書 

 

３ 報告先等 

 

 電子メール sato@hca.or.jp 

 〒060-0005 札幌市中央区北５条西６丁目 道通ビル ５階 

 （一社）北海道農業会議 佐藤 宛て 

 

４ 報告書の記載について 

近年、適用期限の切れる特例措置については、単純な延長要望による対応が厳しくなってきてお

ります。 

そのため、適用件数、適用金額が査定の大きな目安となります。 

可能な限りで結構ですので、継続要望については、適用件数と金額の実績を、新規の要望につい

ては、想定される適用件数と金額のご記載をお願い申しあげます。 

 

５ 添付文書 

 (1) 令和４年度農農林関係税制改正に関する要望 報告様式 

 (2) 今年度末 適用期限到来等一覧 

 (3) 令和４年度税制改正の主な概要と令和５年度対策等について  お問い合わせ先 

（一社）北海道農業会議 

農政・業務担当部長 佐藤 

TEL ０１１－２８１－６７６１ 

報告事項 ２ 



報告様式 

 

報告先 

電子メール sato@hca.or.jp 

FAX ０１１－２８１－６７６４ 

 

令和５年度農林関係税制改正に関する要望 
 

令和 ４年  月  日 

 

農業委員会名：          

報告者：             

 

要望内容  

税目・関係条文  

要望理由・背景等  

活用実績 

（新規・拡充の場合は記入不要） 

（適用件数・適用金額について具体的に記入してください） 

期待される効果  

参考となる事項 

（要望経過・調査結果等） 
 

 




